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-------------------------------------------------------------------- 
■「安全運行のためのＷＥＢセミナー２」配信開始のご案内 
-------------------------------------------------------------------- 
 大変ご好評をいただいております第１弾に引き続き、２０２３年１０月より 
「安全運行のためのＷＥＢセミナー」第２弾の配信を開始しました。 
 
 今回も、前回に引き続き事業用自動車のコンサルティング会社Ｌｐｓ安全企 
画の町田慶太様（元サントリーロジスティクス安全担当責任者）にご登場いた 
だき、「事故トラブルの再発防止手法」をテーマにご講演を頂きました。 
 
 いつでも何処でも無料でご視聴いただけますので、お時間のある時にぜひご 
覧いただき、御社の安全運行にお役立ていただけると幸いです。 
 
ご視聴はこちらから 
↓ 
https://x.gd/Sfxtb 
 



-------------------------------------------------------------------- 
■１２月前半の安全管理ごよみ 
-------------------------------------------------------------------- 
 
◆１日（金）～４月３０日（火） 
──令和５年度安全衛生教育促進運動（中災防） 
◆１日（金）～１月３１日（水） 
──陸上貨物運送事業「年末・年始労働災害防止強調運動」（陸災防） 
◆１日（金）～１月１５日（月） 
──令和５年度年末年始無災害運動（中災防） 
◆６日（水） 
──一般社団法人交通科学研究会 ２０２３年度研究発表会 
◆１０日（日）～１月１０日（水） 
──年末年始の輸送等に関する安全総点検（国土交通省） 
◆１１日（月）～１月１７日（水） 
──令和５年度第２回運行管理者試験申請開始 
 
※詳しくはシンク出版のＷＥＢサイト「今月の運転管理」で紹介しています。 
 
【今月の運転管理↓】 
https://www.think-sp.com/2023/11/13/kongetsu-untenkanri-2023-dec/ 
 
-------------------------------------------------------------------- 
■安全管理法律相談 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 こちらのコーナーでは、ＷＩＬＬ法律事務所の清水伸賢弁護士が安全管理上、 
知っておかなければならない法律知識の解説や、交通事故の裁判例の紹介を交 
えながら、運転管理の疑問、質問に答えます。 
 
第１１８回「制限速度に納得がいかない従業員がいるのですが…」 
 
【質問】 
 先日、弊社の従業員から以下の質問を受けました。「一般の高速道路の制限 
速度は概ね時速１００ｋｍですが、都市の高速道路の速度制限は時速６０ｋｍ 
です。しかしながら、ほとんどの車が時速６０ｋｍを大きく超える時速１００ 



ｋｍ近くで走行しています。安全運転の基本は、交通の流れに沿って運転する 
と認識していますが、このような状況でも時速１００ｋｍで走行していると、 
検挙されるのでしょうか？」私は「それは検挙されるだろう」と答えましたが、 
従業員の気持ちもよく分かります。このような法律と現実の矛盾を争った裁判 
例はありますか？ 
 
【回答】 
 走行している車の数が少ない高速道路などでは、周囲の車が制限時速以上の 
速度で走行していることがあり、それに合わせて走行すると速度超過をしてし 
まうような場合があります。 
 
 しかしそのような場合でも、速度超過違反が許されることはなく、警察官に 
現認等されれば、検挙されるということになります。 
 
 この点、質問の従業員が言うように、周囲の状況に対応することは安全運転 
にとって必要な要素ではあります。… 
 
【続きを読む↓】 
https://www.think-sp.com/2023/11/01/houritsu-118-expressway-speed-limit/ 
 
-------------------------------------------------------------------- 
■交通事故の裁判事例 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 今回は、自転車に自家用大型貨物自動車が衝突した事故において、死亡した 
自転車に乗っていた年金受給者の男性（８０歳）の死亡逸失利益算定における 
生活費控除率が争われた事例を紹介します。 
 
『稼働収入のない年金生活者の生活費控除率を６０％と認定』 
 
【事故の状況】 
 
 平成３０年１２月２７日午前１０時１５分ごろ、交差点で青信号にしたがっ 
て横断中の自転車Ａに、左折進行してきた自家用大型貨物自動車Ｂが衝突し、 
Ａは多発外傷のため死亡しました。 
 



 Ａの妻らは、死亡逸失利益算定において、生活費控除率を４０％とし、平均 
余命９年からライプニッツ係数７．１０７８を採用し、年金年額１３５万８０ 
４円×（１－４０％）×７．１０７８＝約５７６万７４７円を請求しました。  
 
 これに対してＢは、年金年額及び平均余命は認めるが、生活控除費は７０％ 
が相当であると反論しました。 
 
【裁判所の判断】 
 
「一般的に、稼働収入を得ている男性においては、４０％から５０％程度の生 
活費控除率を採用することが多いが、稼働収入のない年金生活者において年金 
額が少ない場合、年金の多くが生活費として費消されていることが多いと考え 
られる」 
 
「配偶者がいる場合には配偶者の年金収入があること及び夫婦の１人が死亡し 
たことによっても支出額が変わらない固定的な生活費もあることを考慮すれば、 
生活費控除率としては６０％の割合をもって相当と認める」 
 
とし、逸失利益を１３５万８０４円×（１－６０％）×７．１０７８＝約３８ 
４万４９８円と認定しました。 
 
（さいたま地裁 令和２年６月１６日判決） 
 
-------------------------------------------------------------------- 
■今日の朝礼話題 
-------------------------------------------------------------------- 
 
『チャイルドシートを正しく使用しましょう』 
 
 さる１１月１４日午前８時すぎ、千葉県内の信号のない交差点でワゴン車と 
軽自動車が衝突し、車に乗っていた２歳の男の子が車の下敷きになり、死亡し 
ました。 
 
 子どもが下敷きになった原因は明らかになっていませんが、チャイルドシー 
トの効果が正しく発揮されなかったおそれが考えられます。… 
 



【続きを読む↓】 
https://www.think-sp.com/2023/11/17/tw-childseat-use-correctly/ 
 
シンク出版ＷＥＢサイトでは、朝礼時や会報作成時に参考にしていただける 
「今日の朝礼話題」を毎日（弊社営業日）更新しています。 
（情報のご利用につきましては、以下「当サイトのご利用について」をご確認 
ください↓） 
https://www.think-sp.com/about/ 
 
-------------------------------------------------------------------- 
■【新発売】冊子「安全運転朝礼話題集」 
-------------------------------------------------------------------- 
 
※仕様 Ａ４判／１６ページ／カラー刷 
※価格 １，１００円（１セット＜５冊＞・税込・送料実費） 
 
 ＷＥＢサイトで大変ご好評を頂いている「今日の朝礼話題」の中から、特に 
日々の朝礼で使用しやすいものを厳選して一冊の冊子にまとめました。 
 
 内容も、「交通ルール」「安全運転の知識」「トラブル対処法」など多岐に 
わたっており、日々の朝礼での話題に困ったときにお手元にあればすぐにご活 
用いただける一冊となっています。 
 
 また、運転者の方が読んでも安全運転の知識がつく内容となっているため、 
ぜひ事業所での安全意識向上にお役立てください。 
 
【詳しくはこちら↓】 
https://x.gd/bU9mW 
 
-------------------------------------------------------------------- 
■【好評発売中】手帳「２０２４トラック運行管理者手帳」 
        手帳「２０２４バス運行管理者手帳」 
-------------------------------------------------------------------- 
※仕様 Ａ６判／２２２ページ／表紙ビニールレザー／本色２色刷 
※価格 各１，５４０円（税込・送料実費） 
 



 今年も「２０２４トラック運行管理者手帳」「２０２４バス運行管理者手帳」 
の販売を開始しております。 
 
 両手帳とも、運行管理者として知っておきたい最新の法改正などを「法令編」 
「知識編」「データ編」としてまとめており、煩雑になりがちな運行管理関係 
の法令知識をお手元で確認していただくのにとても便利です。 
 
 また、スケジュール欄も充実しており、日々の運行管理に役立つ手帳となっ 
ております。 
 
【詳しくはこちら↓】 
https://2014unkoukanridiary.jimdofree.com/ 
 
-------------------------------------------------------------------- 
■【好評発売中】小冊子「やる気を持って管理業務を進めよう！（改訂新版）」 
-------------------------------------------------------------------- 
 
※仕様 Ａ４判／２４ページ／カラー刷 
※価格 ３８５円（税込・送料実費） 
 
 安全運転管理者には、ドライバーの安全な運転を確保するために実施すべき 
法的責務があります。 
 ２０２２年４月には、道路交通法施行規則が改正され、安全運転管理者が行 
うべき業務が７つから９つに増えました。 
 
 本冊子は、９つそれぞれの根拠法令に基づき、やる気のない管理者、やる気 
のある管理者の業務に対する姿勢をマンガで比較しており、指導・管理の内容 
によって事故や違反が生じるリスクを理解することができます。 
 
 また、項目ごとの指導・管理のポイントをイラストやグラフでわかりやすく 
解説しているため、日々の管理業務に役立てていただくことができます。 
 
【詳しくはこちら↓】 
https://x.gd/n5Des 
 
-------------------------------------------------------------------- 



【事故防止メルマガ「Ｔｈｉｎｋ」のバックナンバーはこちら↓】 
https://goo.gl/duF5ws 
 
本メールマガジンは、名刺交換をさせていただいた方々にも送信させていただ 
いております。今後、メールマガジンの購読を希望されない場合は、お手数で 
すが下記アドレスまでご連絡をいただきますようお願いいたします。 
 
（令和５年１１月１７日送信） 
 
★Ｘ（旧ツイッター）アカウントを開設しました。是非、一度ご覧ください！ 
https://twitter.com/thinkshuppan 
 
※本メールは「ＭＳゴシック」などの等幅フォントで最適に表示されます。 
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